
 

 

 

助成金申請書類作成の手引き 

（「わ・れ」ナンバー以外） 
 

令和８年度  

シェアリング・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業  

 

 
 

 

 

 

〈令和８年度  申請受付期間〉  

令和８年４月３０日から令和８年１２月３１日まで  

 

東京都地球温暖化防止活動推進センターとは  

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 38 条に規定され、地球温暖化防止活動の推進を図るこ

とを目的とする一般財団法人の中から一つを、都道府県知事が指定するものです。東京都においては、

財団法人東京都環境整備公社（現公益財団法人東京都環境公社）が平成 20 年 2 月 4 日に、東京都

地球温暖化防止活動推進センターとしての指定を受け、同年 4 月 1 日に活動を開始しました。  

 

（お問い合わせ先・申請書の提出先）  

公益財団法人東京都環境公社  

東京都地球温暖化防止活動推進センター  

（愛称：クール・ネット東京）  

〒１６３－０８１７  

東京都新宿区西新宿２－４－１  新宿 NS ビル１７階  

ホームページ：  

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share 

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）  

９：００～１７：００（12 時～13 時までは除く）  

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
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助成金を申請される皆様へ<<必ずご確認ください>> 

 

 助成金は、東京都の公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求

められております。クール・ネット東京としましても、不正受給などの不正行為に対

しては厳正に対処いたします。 

本助成金を申請される方、申請後交付決定を受け、助成金を受給される方におかれ

ましては、以下の点につきまして、十分ご認識された上で、助成金の申請または受給

を行っていただきますようお願いいたします。なお、申請時には誓約書をご確認いた

だいた上で、直筆の署名又は押印が必要です。 

 

１．申請書類の不正について 

助成金の申請者がクール・ネット東京に提出する書類には、いかなる理由があって

もその内容に虚偽の記述や提出書類の改ざん等があってはなりません。 

 

２．処分の事前申請制について 

助成金で取得した助成対象車両を、その処分制限期間内に処分※しようとするとき

は、事前に処分内容等についてクール・ネット東京の承認を受けなければなりませ

ん。なお、クール・ネット東京は、必要に応じて助成対象車両の管理状況について

調査することがあります。 

 ※処分とは助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付

け、または担保に供すること。本事業では、住民票の都外移転や自動車検査証上

の使用の本拠の位置の都外変更、標識交付証明書の定置場の都外変更を含む。 

 

３．手続代行による申請について 

本助成金の助成対象者は、交付申請に係る手続きの代行を、第三者等に対して依頼

することができます。手続を代行する者（以下「手続代行者」という。）は、依頼

された手続きについて誠意をもって実施する必要があります。クール・ネット東京

は、申請者及び手続代行者、その他の関係者が、偽りその他の不正の手段により手

続きを行った疑いがある場合は、必要に応じて調査等を実施し、不正行為が認めら

れたときは、当該関係者に対し相当の期間、助成金の交付決定の停止等の処分を行

い、その名称及び不正の内容を公表します。 
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４．違反の場合の対応について 

前記事項に違反した場合は、クール・ネット東京からの助成金交付決定及びその他

の権利を取り消します。また、クール・ネット東京から本助成金が既に交付されて

いる場合は、当該被交付者、手続代行者又はその両者に対して、期限を付して当該

本助成金の全部又は一部の返還を請求します。また、あわせて加算金（年率

10.95％）を請求します。 

 

５．助成金を受け取るまでに車両を処分された場合について 

①申 請 前 ：申請できません。  

②交付決定前：申請を取り下げてください。 

③交付決定後：撤回申請をお願い致します。（交付決定通知書を受領後14日以内） 

④交付決定後（交付決定通知書受領してから14日を超過） 

→４となり、助成金額全額＋加算金返納となります。 

※ 交付決定後の処分で、クール・ネット東京の事前承認なしに処分が発覚した場

合、交付要綱違反にあたる可能性がありますのでご注意ください。交付決定後に処

分する際には、必ずクール・ネット東京まで事前にご相談ください。 

 

公益財団法人 東京都環境公社 
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１ 事業概要 

 

1.1 目的 

シェアリング・レンタル用車両 ZEV 化促進事業（以下「本事業」という。）とは、

公益財団法人東京都環境公社が、都内のカーシェアリング事業者、レンタカー事業者、

バイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者が電気自動車（ＥＶ）、プラグイン

ハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）及び電動バイクを導入す

るにあたり、その経費の一部を助成することにより、自動車から排出される二酸化炭素

の削減を図ることを目的に実施するものです。 

 

1.2 事業スキーム 

 

  

東京都環境公社 

（基金） 
東京都 

助成対象者 

助成対象車両の

導入 

 

①出えん 
②助成金申請 

③助成金交付 

・基金の造成 

東京都は、本事業の原資を公社に出えんし、東京都環境公社はその出えん金によ

り基金を造成します。 

・助成事業 

東京都環境公社は基金を原資として、助成対象となる電気自動車等を導入する

助成対象者に対して、その経費の一部を助成します。 
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1.3 スケジュールフロー 

≪「わ・れ」ナンバー以外の場合≫ 

 → 車両の購入発注（契約）前の事前申請となりますのでご注意ください。 

申 請 者 

公益財団法人東京都環境公社 

東京都地球温暖化防止活動推進センター 

（クール・ネット東京） 

 

 

※車両の購入・リース予定日から２か月以上の 

余裕をもっての申請をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助成金交付後】 

 

 

①交付申請書 受付・審査 

②交付決定 

申請者の銀行口座に入金 ⑤助成金の支払 

交付決定通知書受領 交付決定通知書発送 

⑥使用状況報告書 内容の確認 

指導・助言に従い改善 必要に応じて指導・助言 

助成金対象車両発注 

購入・初度登録完了 

 

③実績報告書 受付・審査 

④助成金確定通知書 助成金確定通知書受領 
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① 申請者は、助成対象車両を発注する前に申請を行ってください。 

（令和８年１２月３１日（木）17:00〆） 

② クール・ネット東京は、申請書類の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認

めたときは、基金の範囲で本助成金の交付を決定し、交付決定通知書を発送しま

す。 

③ 交付決定後、１.助成対象車両の領収書の日付（購入の場合）、２.リース契約日

（リースの場合）、３.初度登録を完了した日 のいずれか最も遅い日から 30 日

以内に実績報告書の申請を行ってください。 

④ 電動バイク充電環境促進事業の申請を行う場合は、専用充電器等の購入又はバッ

テリーシェアリングサービスの契約を完了してから、上記期限までにシェアリン

グ・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業の実績報告と同時に、電動バイク充電環境

促進事業の申請を行う必要があります。 

⑤ クール・ネット東京は、申請書類の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認

めたときは、基金の範囲で本助成金の交付を決定し、交付額確定通知書を発送し

ます。 

⑥ クール・ネット東京は、交付額確定通知書発送から一定期間ののちに、申請者の

口座に助成金の支払いを行います。支払い日の連絡はしませんので、予めご了承

ください。 

⑦ 助成金を交付された申請者は、交付決定を受けた日の属する年度から起算して４

か年度（軽自動車及び電動バイクの場合は３か年度）にわたって助成対象車両の

当該各年度の稼働状況等について、公社に報告してください（「４．使用状況報

告」参照）。 

 

※オンライン申請・郵送申請受付締切日は 

令和８年 12 月 31 日（木曜日）17：00 必着です。 
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２ 助成内容 

2.1 助成対象者（交付要綱第３条参照） 

 

（１）助成対象者の種別及び要件（「わ・れ」ナンバー以外の車両） 

種別 要件（申請日時点） 

① 法人 

・ 法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。 

・ 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償若しく

は無償にて貸し渡す（当該社員等が社用車として利用する場合を除

く。）又は、平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地

方公共団体若しくは民間企業間で共同で使用すること。 

・ 助成対象となる車両を、２台以上導入すること。 

② 個人事業主 

・ 個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること。 

・ 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償若しく

は無償にて貸し渡す（当該社員等が社用車として利用する場合を除

く。）又は、平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地

方公共団体若しくは民間企業間で共同で使用すること。 

・ 助成対象となる車両を、２台以上導入すること。 

③ 区市町村 

・ 都内の区市町村であること。 

・ 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償若しく

は無償にて貸し渡す（当該社員等が社用車として利用する場合を除

く。）又は、平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地

方公共団体若しくは民間企業間で共同で使用すること。 

・ 助成対象となる車両を、２台以上導入すること。 

 

ただし、以下に該当するものは除きます。 

・国及び都内の区市町村でない地方公共団体 

・税金の滞納があるもの 

・刑事上の処分を受けているもの 

・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等 

・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの 
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（２）助成対象者の種別及び要件（「わ・れ」ナンバー以外の電動バイク） 

種別 要件（申請日時点） 

①法人 

・ 法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。 

・ 登記事項証明書の事業概要に、バイクシェアリング事業もしくはレンタ

ルバイク事業について記載があること。 

・ バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業に関する約款、要

綱等が提出できること。 

・ 助成対象となる車両を、２台以上導入すること。 

②個人事業主 

・ 個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること。 

・ 開業届の事業概要に、バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク

事業について記載があること。 

・ バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業に関する約款、要

綱等が提出できること。 

・ 助成対象となる車両を、２台以上導入すること。 

 

ただし、以下に該当するものは除きます。 

・国及び地方公共団体 

・税金の滞納があるもの 

・刑事上の処分を受けているもの 

・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等 

・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの 

 

※バイクシェアリング事業の定義 

道路運送法第 80 条第１項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対し

て、電動バイクを業として有償で貸し渡す事業及びそれに類するものとして都が

認める事業。 

 

※レンタルバイク事業の定義 

道路運送法第 80 条第１項の許可を受け電動バイクを業として有償で貸し渡す         

事業及びそれに類するものとして都が認める事業。 

 

2.2 助成対象車両（交付要綱第４条参照） 

（「わ・れ」ナンバー以外の車両） 

⚫ 令和６年４月１日から令和 13 年２月 21 日までに初度登録された車両であり、交

付決定されていること。 

⚫ 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補



 

10 

 

助金」（以下「CEV 補助金」という。）の対象車両になっていること。 

CEV 補助金の対象車両は随時更新されますので、一般社団法人次世代自動車振興セ

ンターのホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 自動車検査証の記載について、次の表の要件を初度登録時から継続して満たすこ

と。 

自動車検査証、軽

自動車届出済証

中の欄名 

通常の購入の場合 リースの場合 

割賦販売（所有権留保

付ローン）で購入する

場合 

所有者の氏名 

又は名称 

助成対象者と同一名

義 
リース事業者 

自動車販売業者又は

ローン会社等 

使用者の氏名 

又は名称 

助成対象者と同一名

義 
リース使用者 

助成対象者と同一名

義 

使用の本拠の位

置 
都内 都内 都内 

 

⚫ 新車であること（中古車、新古車は対象外）。 

⚫ 車両の支払いについて、いずれかに該当すること。 

・助成対象者が購入し、代金の支払いが完了した自動車であること。 

・助成対象者がリースで借りた自動車であること。 

・助成対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、ローン会社等による

立て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること。 

・助成対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、販売業者と今後全額

支払いすることを契約していること。 

⚫ 販売促進活動（展示・無料での試乗等）に使用するものでないこと。 

⚫ 助成対象者が自動車販売業者であって当該車両販売業者に関係するもの（他の会

社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）から調達したものでない

こと。 

⚫ 助成対象者の自社製品及び助成対象者が役員として所属する民間事業者等の製

品でないこと。 

⚫ 都の他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと。 

対象車両は、以下のページよりご確認ください。 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

トップページ 

http://www.cev-pc.or.jp/ 

http://www.cev-pc.or.jp/
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※本助成金においては、車両本体以外の装置に対する都の助成金や、都以外の 

補助金・助成金の受給については、制限はありません。ただし、他の補助金・

助成金において制限を設けている可能性がありますので、各申請先にご確認く

ださい。 

  【併用できる補助金・助成金の例】 

   ・ＣＥＶ補助金 

   ・サポカー補助金 

   ・環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

   ・充電設備普及促進事業(事業用) 

 

（「わ・れ」ナンバー以外の電動バイク） 

⚫ 令和６年４月１日から令和 13 年２月 21 日までに初度登録された車両であり、交

付決定されていること。 

⚫ 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補

助金」（以下「CEV 補助金」という。）の対象車両になっていること。 

CEV 補助金の対象車両は随時更新されますので、一般社団法人次世代自動車振興セ

ンターのホームページご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

⚫ 標識交付証明書の記載について、次の表の要件を初度登録時から継続して満たす

こと。 

標識交付証明書

中の欄名 
通常の購入の場合 リースの場合 

割賦販売（所有権留保

付ローン）で購入する

場合 

所有者の氏名 

又は名称 

助成対象者と同一名

義 
リース事業者 

電動バイク販売業者

又はローン会社等 

使用者の氏名 

又は名称 

助成対象者と同一名

義 
リース使用者 

助成対象者と同一名

義 

定置場の位置 都内 都内 都内 

 

⚫ 新車であること（中古車、新古車は対象外）。 

⚫ 車両の支払いについて、いずれかに該当すること。 

・助成対象者が購入し、代金の支払いが完了した電動バイクであること。 

対象車両は、以下のページよりご確認ください。 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

トップページ 

http://www.cev-pc.or.jp/ 

http://www.cev-pc.or.jp/
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・助成対象者がリースで借りた電動バイクであること。 

・助成対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、ローン会社等による

立て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること。 

・助成対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、販売業者と今後全額

支払いすることを契約していること。 

⚫ 販売促進活動（展示・無料での試乗等）に使用するものでないこと。 

⚫ 助成対象者が電動バイク販売業者であって当該車両販売業者に関係するもの（他

の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）から調達したもので

ないこと。 

⚫ 助成対象者の自社製品及び助成対象者が役員として所属する民間事業者等の製

品でないこと。 

⚫ 都の他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと。 

※本助成金においては、車両本体以外の装置に対する都の助成金や、都以外の 

補助金・助成金の受給については、制限はありません。ただし、他の補助金・

助成金において制限を設けている可能性がありますので、各申請先にご確認く

ださい。 

  【併用できる補助金・助成金の例】 

   ・ＣＥＶ補助金 

   ・サポカー補助金 

   ・環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

 

2.3 助成対象経費（交付要綱第５条参照） 

（「わ・れ」ナンバー以外の車両及び電動バイク） 

 

助成対象経費 ＝ 車両本体価格 

 

※メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税、車両販売業者

（リース事業者を含む）等からの還付等に伴い、助成対象者が実質的に負担し

ていないとみなされる経費は含みません。 

※助成対象経費の中に助成対象者に関係するものからの調達分を含む場合（他の

会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、本助成金交付の

目的に鑑み、利益等排除を行った経費を助成対象経費とするものとします。 
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2.4 助成金額（交付要綱第６条参照） 

助成金額は助成対象経費の額とします。ただし、下表の金額を上限とします。 

（１）：（「わ・れ」ナンバー以外の車両の場合） 

 

① 基本助成金額 

  上図のとおり、補助額を設定します。 

車両ごとの助成金基準額はクール・ネット東京ＨＰに記載の一覧表のとおりです。 

万が一、CEV 補助金（http://www.cev-pc.or.jp/）の対象となっており、クー

ル・ネット東京ＨＰに記載の一覧表に記載がない車両については、大変お手数おかけし

 

令和 7・８年度助成 （R7/4/1～登録分） 

 

基本助成額 

 給電機能あり 給電機能なし 

EV/PHEV 50 万円 40 万円 

FCV 215 万円 205 万円 

 

【基本助成額に含まれるもの】 

・外部給電機能有の車両（+１０万円） 

【基本助成額以外の上乗せ分】 

・ＧＸ実現に向けたメーカーの取組評価による基本助成額の変動幅の拡大・補助額引き上

げ。（＋最大２０万円） 

・メーカー全体の取組の評価を踏まえた助成額の設定。 （＋最大 10 万円） 

・ZEV を取り巻く環境の整備や国要望に基づくラインナップの拡充等を積極的に行うメー

カーの取組を評価。（＋最大 10 万円） 

・V2H/V2B/公共用充電器導入（＋最大 10 万円） 

※FCV は助成額一律 205 万円とする。（給電機能有の場合は２1５万円） 

http://www.cev-pc.or.jp/


 

14 

 

ますが、以下へご連絡ください。 

(https://tokyo-co2down-mobi.form.kintoneapp.com/public/tokyokankyo-

mobility-contact） 

※ 給電機能：外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント（AC100

ボルト／1500 ワット）から電力を取り出せる機能 

 

②  自動車メーカー別の上乗せ補助額 

以下の自動車メーカー（自動車車両製造事業者・自動車輸入事業者）が取り扱う車

両については、補助額を上乗せします。（R7・８：最大 40 万円） 

※R８年度申請における FCV メーカー別上乗せ補助はありません。 

【自動車車両製造事業者・自動車輸入事業者ごとの上乗せ補助額】 

 

最新の自動車メーカー別の上乗せ額は「ZEV シェアリング事業 助成金算定ツール」よりご確認ください。 

また、上記表に記載のない自動車メーカー/ブランド名の車両も、要件を満たす場合、基本補助額等の対象

となる場合がございます。 

 

③ 充電設備・V2B 充放電設備による助成額の増額 

 

（１）  要件について 

充電設備・V2B 充放電設備（以下設備とする。）による上乗せ助成の要件は以下の通り

です。 

メーカー名 ブランド名 R7上乗せ補助額 R8上乗せ補助額

トヨタ自動車株式会社 トヨタ、レクサス ３５万円 ４０万円

日産自動車株式会社 日産 ４０万円 ４０万円

本田技研工業株式会社 ホンダ ３０万円 ４０万円

Stellantisジャパン株式会社 プジョー、ジープなど ３５万円 ３５万円

ビー・エム・ダブリュー株式会社 ＢＭＷ、ＭＩＮＩなど １５万円 ３０万円

三菱自動車工業株式会社 三菱 ３０万円 ３０万円

メルセデス・ベンツ日本合同会社 メルセデス・ベンツ ３０万円 ３０万円

Tesla Japan 合同会社 テスラ ３０万円 ３０万円

スズキ株式会社 スズキ ２５万円 ２５万円

マツダ株式会社 マツダ ３０万円 ２５万円

株式会社SUBARU スバル ２０万円 ２０万円

ゼネラルモーターズ･ジャパン株式会社 キャデラック ０円 ２０万円

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 アウディ、フォルクスワーゲンなど ３０万円 ２０万円

ボルボ・カー・ジャパン株式会社 ボルボ １０万円 ２０万円

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 ランドローバー １０万円 １０万円

ポルシェジャパン株式会社 ポルシェ １０万円 １０万円

BYD Auto Japan株式会社 ＢＹＤ ２５万円 １０万円

Hyundai Mobility Japan株式会社 ヒョンデ ５万円 １０万円

https://tokyo-co2down-mobi.form.kintoneapp.com/public/tokyokankyo-mobility-contact
https://tokyo-co2down-mobi.form.kintoneapp.com/public/tokyokankyo-mobility-contact
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I. クール・ネット東京が実施する公共用充電設備もしくは充放電設備設置を含む助成事

業（以下「該当事業」という。）に令和６年 4 月 1 日以降に申請していること。 

⇒ 該当事業の内、本事業に関わる事業は以下の通りです。 

（令和６年４月～） 

事業名 備考欄 

・充電設備普及促進事業（事業用） ※公共用、V2H のみ 

・ビル等への充放電設備（V2B）導入促進事業 - 

 

II. 該当事業の申請者と、本助成事業の申請者が一致することまたは両申請者が同一の生

計の関係等にあること。ただしリース申請の場合は使用者が一致すること。 

⇒ 設備申請における申請者と車検証上の使用者が一致することが要件です。 

  （設備申請の助成対象者＝本事業の助成対象者）  

 

III.  充放電設備の設置場所にあっては、助成対象車両における自動車検査証上の使用の

本拠の位置もしくは自動車保管場所証明書（車庫証明書）もしくは保管場所標章番号通

知書に記載の自動車の保管場所の位置に設置されていること。 

 

IV. 申請の時期は本事業と充放電設備に係る事業における通知書を受領した日によって

異なる 

（ア）令和６年４月１日以降にクール・ネット東京が実施する設備に係る助成事業に交付申請

を行い、設備設置した後行う実績報告後に発行される各事業の額確定通知書を、受領

してから３０日以内に上乗せ助成申請を行うこと。（交付要綱第７条但し書き） 

（イ）既に額確定通知を受領しており、車両が未申請の場合は、第 1 号様式その２実績報告を

車両申請と同時申請すること。ただし、同時申請をしなかった場合でも車両の交付決定

通知書受領から 30 日以内までは実績報告を可能とする。 

（ウ）車両の交付申請を行っているが、車両の交付決定通知書は未受領で、設備における額

確定通知書を先に受領した場合は、充電設備の額確定通知書受領日から実績報告が可

能。ただし、車両の交付決定通知を受領してから 30 日以内まで充電設備の上乗せ助

成の実績報告を行うこと。 

※ケース例 

・【ケース１ 車両の交付申請済みで、既に充放電設備の額確定通知書を受領している場合】 

⇒ 充放電設備の額確定通知書受領日もしくは車両の交付決定通知書の受領日から３０日以

内までに実績報告申請を行う。 

 

・【ケース２ 既に充放電設備の額確定通知書を受領しており、車両の申請が未申請の場合】 
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⇒ 同時申請若しくは車両の交付決定通知書受領日から 30 日以内に実績報告を行う。 

 

・【ケース３ 車両の交付決定通知書受領済みで、充放電設備の額確定通知書が未受領の場合】 

⇒ 充放電設備の額確定通知書を受領してから 30 日以内に実績報告を行う。 

 

・【ケース４ 車両の交付申請済みで、車両の交付決定通知書及び充放電設備の額確定通知書

のどちらも未受領の場合】 

⇒ 車両の交付決定通知書もしくは充放電設備に係る額確定通知書の受領日のいずれか遅

い日から 30 日以内に実績報告申請を行う。 

 

 

 

【フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～手順～ 

※ 従来通り、本事業の助成可能期間中に車両の交付申請を行ってください。 

その際、交付申請時に添付する「助成対象車両に関する情報」（Excel シート）にて、

「はい」を選択の上、申請してください。（車両申請と上乗せ助成申請の同時申請の場

合でも「はい」にチェックを入れてください） 

※ 交付申請時に上記がされていなければ、設備による上乗せ助成申請は出来ませ
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ん。また交付決定後の変更は不可です。ご注意の上、ご申請ください。 

 

「助成対象車両に関する情報」（Excel シート）より抜粋 

 

 

  

（２） 必要書類について  

必要書類 補足説明・注意事項 

⑴ 充電設備等の設置による上乗せ

助成金実績報告書 

（第１号様式その２） 

（郵送で申請される場合） 

・ 充電設備等の設置による上乗せ助成金 実績報告書（第１号様

式その２）に必要な事項を全て記入し、ご提出してください。 

・ 消えるボールペンなどの記入は不可。 

・ ホッチキス止めは禁止です。 

 

⑵ 設備設置に係る助成事業の額確

定通知書 

 

・ 令和 6 年度にクール・ネット東京が実施する公共用充電設備も

しくは充放電設備導入に係る事業の額確定通知書 

・ コピー可。 

⑶ 本事業の助成対象となった車両

の交付決定通知書 

・ (２)の通知書と（３）の通知書の助成対象者が一致すること。 

または両申請者が同一の生計の関係等にあること。  

・ リースの場合はリース使用者が一致すること。 

・ コピー可。 

・ V2B 充放電設備設置における助成事業については使用の本

拠の位置と設置住所が同一であること。 

相違がある場合は、自動車保管場所証明書（車庫証明書）もし

くは保管場所標章番号通知書に記載の自動車の保管場所の

位置に供給されていること。 

※車両の交付申請と同時申請の場合は不要 

⑷  その他クール・ネット東京が必

要と認める書類 

・ 上記が揃わない等、審査に必要な内容の確認できる書類がな

い場合に求める場合がございます。 
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記入例 ※細かなレイアウトなど変更している可能性があります。 

 

第１号様式（交付申請書）その２ ※ホッチキス止め禁止

公益財団法人　東京都環境公社 年 月 日

理事長　殿

１　充放電設備又は公共用充電設備の導入の際の申請事業について

充電設備普及促進事業

ビル等への充放電設備（V2B)導入促進事業

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2　申請者

〒 - （マンション・アパート名・部屋番号まで必ずご記入ください。）

(建物名)

(※）電話番号は、日中連絡がとりやすい番号を必ず記入してください。法人の場合は、直通番号を記入してください。

３　助成金額

C　助成を受けた車両の車台番号

円 E　助成金額 円

４　対象機器設置場所に関する情報
都内の事業所等に設置されることを確認するため、設置機器の見積書等に記入のある設置住所と一致していることを確認してください。(V2Bのみ)

　該当する項目に一つチェック（✔ ）を入れてください。　

　助成申請者の住所と同じ場合は記入不要です。

〒 - （都内の住所に限られます。）

５　助成金振込先

支店コード

口座名義人（カタカナ）

※口座内容の記入ミスにより振込みができないケースが多くあります。
交付が遅れることにつながりますので、必ず通帳等で確認の上記入してください。

預金種別 口座番号（７桁で記入）

普通 当座 貯蓄

区 市
町 村

金融機関コード 金融機関名 支店名

対象機器を
設置した建物の住所

　　→　  　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助成申請者の住所と同じ その他（下記に住所記載）

東京都

D　助成対象金額 100,000 100,000

B　車両助成を申請した事業 シェアリング・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業

B-1　上記事業交付決定通知番号 B-２　上記事業交付決定日

メールアドレス 電話番号

Ａ　導入設備 V2B

法人
代表者役職名
（法人のみ）

法人
代表者氏名
（法人のみ）

ﾌﾘｶﾞﾅ

申請者住所
東京都

区 市
町 村

口数　

設備導入による
申請事業名

口数　 1

口数　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※口数に関して記載がある事業のみ記入。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※その他を選択した場合は（　）内に事業名を記

申請者氏名
または　法人名

ﾌﾘｶﾞﾅ

公益財団法人東京都環境公社が定める「シェアリング・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業｣に同意のうえ、要綱に基づき、下記
のとおり申請します。

記入日 令和

充放電設備又は公共用充電設備の導入に係る実績報告書

記

対象設備の
額確定通知番号

額確定日
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※１口につき助成対象車両 1 台について最大１０万円を別途申し込むことが可能です。 

設置する充電設備  設備の種類(例) 申請可能額  

充放電設備  V2B 10 万円  

公共用充電設備  
普通充電設備  5 万円  

急速充電設備  10 万円  

 

    ＜充電設備等の設置による助成額の増額申請フォーム URL＞  

   https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-

alias/charging-equipment/door 

 

④ 高額車両における補助額  

高額車両（税抜 840 万円以上）については、①から③までの合計額に 0.8 を乗じた額  

  を補助額とします。 

助成金額は以下で示す「ZEV シェアリング事業  助成金算定ツール」で 

自動計算されます。 

申請車両の助成金額を確認したい場合は以下の助成金算定ツールを参照くださ

い。  

   

 

 

（２）：（「わ・れ」ナンバー以外の電動バイクの場合）  

助成金の交付額は、車両価格（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程別

表１で定める定価をいう。）から、当該車両と同種同格のガソリン内燃機関を搭載した

車両の価格（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程に基づき基礎額として

算定される額）及び一般社団法人次世代自動車振興センターが交付する補助金額を減じ

た額に５万円を加えた額とします。ただし、５３万円を上限とします。 

車名毎の助成金額の詳細は、HP に掲載の一覧表のとおりです。  

★助成金算定ツール 

以下、事業 HP（https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share）  

より下記のリンクをご確認ください。 

 

 

https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-alias/charging-equipment/door
https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-alias/charging-equipment/door
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
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３ 交付申請 

3.1 申請手続き（交付要綱第７条参照） 

（１）申請受付期限 

本助成金事業は、年度ごとに受付期間を設けます。  

令和８年度受付期限   令和８年１２月３１日（木曜日）１７：００ 必着 

（２）提出先 

  

 

 

 

 

 

 

 

「わ・れ」ナンバー以外の車両及び電動バイクの車両の助成金の交付申請は、事前

申請となりますので、助成対象自動車の購入前（購入契約前）に、交付要綱に定める

必要書類をとりまとめた上で、受付期限までに原則オンライン申請又は郵送にて提出

してください。  

※申請額が予算額に到達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。  

なお、予算額の到達が近づいた場合は、ホームページ等でご案内します。  

 

3.2 申請方法 

＜申請様式のダウンロードページ＞  

・原則としてオンライン申請でご申請ください。  

・インターネットをご利用いただけない場合は、お問い合わせください。  

・FAX による申請書類の提出は受け付けておりません。  

 

【郵送の場合】 

・申請様式は A4 の用紙に片面印刷でお願いいたします。  

★助成対象電動バイク一覧  

以下、事業 HP（https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share）

より下記のリンクをご確認ください。 

 

◇申請書の送付先 

【オンライン申請の場合】 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share 

 

【郵送の場合】 

〒163-0817  東京都新宿区西新宿２－４－１   新宿 NS ビル 17 階 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）  

モビリティチーム 宛 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
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・到着に関するトラブルを避けるため、レターパック、特定記録等の追跡可能な方

法をご利用ください。  

・弊社 HP 掲載の申請書類チェックリストを参照いただき、郵送書類の準備をお願

いいたします。  

・封筒の表に「シェアリング・レンタル用車両 ZEV 化促進事業 申請書在中」と

赤字記入又はマーカー等でわかりやすく表記してください。  

 

 

3.3 申請にあたっての留意事項  

【記入方法等】 

・郵送の場合、鉛筆等ボールペン以外で記入したもの、消すことができるインクの

ペンで記入したもの、及び黒色又は青色以外のペンで記入したものについては、

受付できません。  

・郵送の場合、申請者名及び金額の訂正は、二重線見え消しでお願いします。それ

以外の訂正は、訂正内容がわかれば、特に方法の指定はありません。  

・押印の必要はありません。  

 

【車両関係】  

・申請前に車両を処分（※）している場合は、申請できません。  

・申請後、交付決定される前に車両を処分することになった場合は、交付決定せず

に取下げ処理となります。クール・ネット東京にお問い合わせフォーム等でご連

絡いただき、申請取下げを申し出てください。  

・交付決定される前に車両を処分していたことが交付決定後に判明した場合は、

交付決定取消しの対象となります。助成金振込済みの場合は、全額返還及び違約

加算金を請求します。  

・リース契約期間は処分制限期間以上であること。  

※  処分及び処分制限期間については、「5.2 処分の制限」を参照ください。  

 

【その他】 

・審査の過程で、現地確認・調査を行うことがありますので、その際はご協力をお

願いします。  

・選考に係る審査料等は徴収しませんが、申請書類作成・送付等に係る経費は、助

成対象者の自己負担になります。  

・提出していただいた書類の返却はしません。申請書類一式のコピー又は電子ファ

イルを控えとして保管してください。  

・交付決定後、助成対象者の都合で辞退する場合は、次回以降の応募を制限するこ

とがあります。  

・職員への働きかけ・陳情等により、公正中立性が確保されないと判断された場合
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には審査対象から除外させていただきます。  

 

3.4 リース契約について 

 

使用者から申請を行ってください。使用者が助成対象者、車両が助成対象車両の条件に

当てはまる必要があります。以下の点に気を付けて申請してください。 

 

・助成金の交付決定後に、助成対象自動車の購入及びリース契約を行ってください。 

・助成金支払先は使用者となります。本補助金を活用する場合は、リース契約時に助成金

額を反映せずに契約書を作成してください。 

・充放電設備又は公共用充電設備の導入により、上乗せの申請を希望する場合は、車両の

助成金申請時に必ずその旨を申告してください。 

・充電設備導入による上乗せ申請は、車両の申請とは別にご申請頂く必要があります。 

 

 

3.5 手続代行 

助成対象者は、第三者等に助成金交付申請に係る手続きの代行を依頼することが

できます。 

手続代行者になられる方は必ずお読みください  

・行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を

得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作

成を業として行うことは、法律で禁止されています。（法律に別段の定めがあ

る場合を除く。）   

 

・手続代行者は、税金の滞納がないもの、刑事上の処分を受けていないもの及び

公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められるものであり、か

つ、暴力団員等に該当しないものでなければなりません。（法人その他の団体

にあっては、代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴

力団員等でないこと。） 

 

・手続代行者は、事業の円滑な推進のため、交付要綱及びその他クール・ネット

東京が定める交付申請等に係る全ての要件を理解し、申請者にその内容を誤り

のないよう説明するとともに、申請者及びクール・ネット東京との連携を図ら

なければなりません。 

 

・手続代行者は、交付要綱及びその他クール・ネット東京が定める手続を遅滞な

く行うとともに、クール・ネット東京からの内容確認等に対し、指定される期



 

24 

 

限までに回答しなければなりません。また、交付要綱第２１条で規定するクー

ル・ネット東京が指定する電子情報処理組織を使用する方法により手続を行う

際には、申請や手続に関する同意事項及び注意事項について、交付申請者に対

して適切に説明し、内容について確認を得た上で実施しなければなりません。  

 

・申請をする場合は、上記の説明や確認を実施した上で、必ず、申請者本人によ

り署名（または押印）された誓約書を提出してください。 

 

・クール・ネット東京から申請書類等について質問や依頼があるときは、原則と

して手続代行者に連絡をします。 

 

・クール・ネット東京は、必要に応じて調査を実施し、手続代行者が実施要綱、

交付要綱及び本手引きの規程に従って手続きを遂行していないと認めるとき

は、当該手続代行者に対し、代行の停止を求めることができます。  

 

・手続代行者は、上記調査に協力をしなければなりません。 

 

・従業員等（本事業に関する業務を委託する場合は当該委託事業者を含む。）に

対して、交付要綱及びその他クール・ネット東京が定める交付申請等に係る全

ての要件について、周知徹底するとともに、指揮監督を行わなければなりませ

ん。 

 

・手続代行者が不正手続等を行ったときは、クール・ネット東京は以下の措置を

講じる可能性があります。 

① 本助成金の不交付の決定、交付決定の取消し、本助成金の返還請求、違約

加算金の請求及び延滞金の請求をすること。 

② クール・ネット東京が都の補助金の交付を受けて行う助成金等交付事業そ

の他実施する事務又は事業について、一定の期間、当該事業における助成の

対象外とすること。 

③ 氏名又は名称及び不正の内容を公表すること。  

 

3.6 個人情報等の取扱い 

クール・ネット東京は、事業の実施に関して知り得た交付申請者等に係る個人情

報、企業活動上の情報並びに申請書類等に記載された申請者情報、申請内容及び交

付・実績に関する情報（以下「個人情報等」という。）については、都の施策目標

及び事業の目的を達成するために都に提供するほか、必要な範囲において、次に掲

げる事項にのみ使用します。 
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(1) 本事業における助成金の審査、交付決定、交付及び事業の適正な執行  

(2) 公社が実施する他の助成事業における審査、交付及び適正な執行、重複申請・

重複受給の確認、不正受給の防止並びに制度改善のための照合 

(3) 国、地方公共団体等が行う同種の補助金事業における重複受給の確認  

(4) 助成金制度に関する統計分析並びにその結果を活用した制度改善及び新規事業

の企画 

(5) 都への事業報告及び都が実施する環境・産業・エネルギーの各施策への活用  

(6) 都及び公社が実施する各種事業、助成金、イベント等の情報提供 

 

・クール・ネット東京は、個人情報の取扱いに関し、「個人情報の保護に関する規

程」及び「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」に基づき、適切に管理

します。 

・交付要綱に定めのない事項については、クール・ネット東京が定める「個人情報

の保護に関する規程」及び「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」に従

うものとします。 

・クール・ネット東京は、助成金の交付額の算定その他本事業の目的を達成するた

めに必要な範囲において、申請者が国等から交付される補助金その他の給付金の

額に係る情報を国等と協議の上、当該国等から収集することができる。  

・クール・ネット東京は、本人の同意がある場合、法令等に定めがある場合、その

他クール・ネット東京の「個人情報の保護に関する規程」に基づき認められる場

合を除き、本事業の実施に関して知り得た個人情報等を第三者に提供し、又は本

人以外の者から収集しません。 
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４ 使用状況報告（交付要綱第９条参照） 

4.1 報告時期 

申請者は、交付決定を受けた日の属する年度から起算して４か年度（軽自動車及び電

動バイクの場合は３か年度）にわたって助成対象車両の当該各年度の稼働状況等を翌年

度６月末までに報告してください。ただし、リース事業者が申請者の場合は、シェアリ

ング事業者又はレンタカー事業者が報告を行うこと。  

 

【使用状況報告書の提出イメージ】  

 

 

4.2 令和８年度分報告書の提出方法  

令和７年度までに「カーシェア・レンタカー等ＺＥＶ化促進事業」により助成金の交

付を受けた事業者は、令和８年度分の使用状況等の報告書については、下表のとおり提

出してください。  

なお、本年度当該事業による助成金の交付を受けた事業者は、令和９年度からの提出

が必要となります（報告期限は翌年度の６月末日の予定）。  

提出物 

使用状況報告書（第４号様式）  

（クール・ネット東京のホームページからダウンロード可能）  

該当事業や助成対象車両の貸渡料金がわかるホームページ等の写し  

提出方法 

オンラインフォーム又は郵送で提出してください。 

【オンラインの場合】 

下記のＵＲＬから提出可能です。 

https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-

alias/carsharing-usage-report/door 

【郵送の場合】 

〒163-0817 東京都新宿区西新宿２－４－１  新宿ＮＳビル 17 階 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）  

https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-alias/carsharing-usage-report/door
https://ttzk.graffer.jp/tokyo-co2down/smart-apply/apply-procedure-alias/carsharing-usage-report/door
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モビリティチーム 宛 

 

提出期限 令和８年６月 30 日（火曜日）17:00 必着 

  ※  使用状況報告書が未提出の場合は、交付要綱違反となり、助成金の全額返納と  

なりますのでご注意ください。  

 

５ 変更・処分 

5.1 軽微な変更 

助成金の交付決定を受けてから処分制限期間内に以下の変更があった場合は、軽微な

変更に関する届出が必要になります（変更後の事後届出になります）。  

①申請者の名前の変更（法人の代表者変更、社名変更、個人の改姓など）  

※合併や組織再編等による代表者変更や社名変更は処分に当たります。  

②申請者の住所変更  

③自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書（以下、「自動車検査証等」

という。）の記載情報（登録ナンバー等）の変更（継続検査、構造等変更検査、

自動車重量税変更等の備考欄記載事項変更は、届出不要です。また、所有者が販

売会社及びクレジット会社から、申請者に変更の場合は、届出は必要ありません） 

 

  ④リース契約に関する変更（同一使用者への再リースなど）  

ただし、以下の条件を引き続き満たす必要があります。これを満たさなくなる場

合は、処分に該当します。  

・助成対象者の「都内」の要件を満たすこと（Ｐ５参照）  

・自動車検査証等における「使用の本拠の位置」又は「定置場」が都内であるこ  

 と  

軽微な変更に関する届出を行う場合は、以下の書類を提出してください。  

・変更届出書  

・変更後の自動車検査証等の写し  

・変更が確認できる公的書類の写し 5.2 処分の制限（交付要綱第 17 条参照）  

（１）処分の例 

助成金を受領した車両には、処分の制限があります。処分とは、以下の内容を指し

ます。  

処分の例 処分の基準日 

申請者住所（個人事業主の場合は都内事

務所）の都外への変更 

登記事項証明書等の公的書類

における住所変更日 

使用の本拠の位置及び定置場のみ都外へ

変更 

自動車検査証等の変更登録日  

譲渡（売却、下取り、廃車のための引渡） 売買契約日又は車両引渡日 



 

28 

 

リース契約満了・途中解約・承継による使

用者変更（解約後の譲渡・廃車を含む） 

リース契約終了日 

上記に当てはまらない名義変更 自動車検査証等の変更登録日  

その他（※）、本助成金の交付の目的に反

する使用 

※使用状況報告書が未提出の場合  

※当該助成車両をレンタカー、カーシェ

ア、レンタルバイク又はバイクシェア

リング事業として使用していなかった

場合 

※主な利用が都外となる場合 等 

個別に公社が指定 

 

 

（２）処分制限期間 

本助成金には、下記のとおり処分制限期間が定められています。  

区分 処分制限期間 

ＺＥＶ（軽自動車を除く） ４年（48 ヶ月） 

ＺＥＶ（軽自動車） ３年（36 ヶ月） 

電動バイク ３年（36 ヶ月） 

※処分制限期間は、初度登録日から起算します。  

※処分を行う際は、必ず事前に承認を受けてください。承認前の処分や無届  

の処分は交付要綱違反となり、助成金全額の返納を求める場合があります  

ので、ご注意ください。  

 

5.2 処分の手続き 

（１）承認申請 

交付決定日以降、処分制限期間内に助成対象を処分するときは、以下のフロー図に

従い、財産処分の承認申請を行ってください。  
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助成対象者 クール・ネット東京  

  

・承認申請の提出先は、助成金の申請時と同じです。  

・クール・ネット東京から承認通知を受領したのちに処分を実行してください。  

・承認申請書の到達から承認通知まで一定期間かかります。承認申請書に記載する

「処分の予定日」は、提出日から一定期間空けてください。  

 

（２）返納金 

処分制限期間内に車両を処分するときは、返納金が発生します。クール・ネット東

京から通知される「取得財産等の処分に係る返還額通知書」に基づき、納付してくだ

さい。計算方法は次のとおりです。  

 

 返還額  ＝  助成額  × （  １  －  
経過期間

処分制限期間
  ）  ※千円未満切り捨て 

 

経過期間は、初度登録日から都外移転日又は所有権移転日（売却・下取りの場合は

引渡日・入庫日）までの月数で計算します。たとえば、10 日に初度登録した場合、翌

月 10 日までは１ヶ月目、翌月 11 日からは２ヶ月目となります。処分制限期間も、月

数で計算します（本助成金では最長 48 ヶ月となります）。  

 

取得財産等処分承認申請書 提出  

財産処分の予定が決定 

返還額通知書 送付 

財産処分完了報告書 提出 

添付書類：処分した日付がわかる書類 

取得財産等処分承認書 送付 財産処分の実行 

返納金を納付（銀行振込） 

承認 

返還額確定 
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（３）返納金の免除 

以下の場合は、処分の承認を得るだけで、返納金は発生しません。処分承認申請時

に、返納金免除を申し出てください。処分承認後に申し出ることはできません。  

  

5.3 その他 

本助成金は、東京都の公的資金を財源としており社会的にその適正な執行が強く求め

られていることを踏まえ、本手引きに記載のない事項や、疑義が発生した場合は、東京

都と協議の上、決定します。  

免除理由 免除要件の確認に必要な書類 

天 災 等 に よ り 走行不

能 と な り 抹 消 処分す

る場合 

・自治体発行の罹災証明書 

・損害額が車両の現在簿価を上回ることの証明 

・登録識別情報等通知書（抹消登録が記載されたもの） 

過 失 の 無 い 事 故によ

り 走 行 不 能 と なり抹

消処分する場合 

・自動車安全運転センター発行の交通事故証明 書 

・申請者の過失がゼロであることが明記されている損害

賠償に関する承諾書（免責証書）、示談書等の、記

名・捺印があるもの。 

・損害額が車両の現在簿価を上回ることの証明 

・登録識別情報等通知書（抹消登録が記載されたもの） 

・ＣＥＶ補助金を併用している場合は、一般社団法人次

世代自動車振興センター発行「クリーンエネルギー自

動車導入事業費補助金相当額返納についてのお知ら

せ」の返納額なしのもの 

リース解約によりリー

ス事業者が車両を保管

する（リース事業者自

身が都内等の助成要件

を満たす） 

・リース解約が確認できる書類  

・リース事業者が助成要件を満たすことの確認書 

リース使用者変更（新

使用者が都内等の助成

要件を満たす） 

・リース解約・承継が確認できる書類 

・新使用者が助成要件を満たすことの確認書類 

その他クール・ネット

東 京 が 特 に 認 める場

合 

・クール・ネット東京が指定した書類 



 

 

 

（参考）関連ホームページのご案内  

○ 本事業のホームページ 

・  シェアリング・レンタル用車両 ZEV 化促進事業  

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share 

 

 

○  関連事業のホームページ  

・  ＦＣＶ・ＥＶ・ＰＨＥＶ車両（燃料電池自動車等の普及促進事業・電気

自動車等の普及促進事業）  

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev  

 

・  電動バイク充電環境促進事業  

   https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/bike-battery 

  ※専用充電器及びバッテリーシェアリングサービスの助成金を申請する場合には、同

時申請が必要です。上記URLから詳細を確認の上、ご申請ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業  

助成金申請書類作成の手引き  
（「わ・れ」ナンバー以外）  
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